
（開校前年度末までに策定） （毎年度末までに策定）

※　幼小中学校園の教育課程は、桜井市教育アクションプランを踏まえて編成

憲法　及び　教育基本法・学校教育法等の法令

生涯スポーツの推進

小中一貫校における 桜井市立幼小中学校園における 地域教育の充実

教育課程 教育課程

＜旧来の教育方針に相当＞ 文部科学省・県教委・大学・企業

小中一貫教育

グランドデザイン 社会教育の取組

生涯教育の推進

桜井市教育推進アクションプラン
（学校教育・社会教育）

危機管理課

人権施策課

年度末に評価・修正・更新

年度ごとに作成（PDCAサイクル） ＜外部機関との連携・協働＞

観光まちづくり課

第2期 桜井市教育大綱

令和4年度～令和8年度 「奈良の学び」アクションプラン

年度ごとに作成・評価・修正・更新

桜井市教育推進プラン
（学校教育・社会教育）

＜桜井市各部局との連携＞

文化財課

教育大綱の基本方針を具体化 けんこう増進課

令和6年度～令和8年度 こども支援課

高齢福祉課

令和3年度～令和6年度

【　桜井市教育推進プラン・桜井市教育アクションプラン（教育方針） の位置づけ　】

令和6年度

第4期 教育振興基本計画

令和5年度～令和9年度

学習指導要領 奈良県教育振興大綱

概ね10年間 第6次 桜井市総合計画 令和3年度～令和6年度

令和3年度～令和12年度

奈良の学び推進プラン


